
  

令和２年１２月２日  

 

保護者各位 

 

                                                     青森県立青森北高等学校 

                            校 長  髙 谷  悟  

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る留意点及び報告のご協力について 

 

 

 保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動にご理解、ご協力を賜りまし

て、心から感謝申し上げます。 

 さて、本県では発熱など症状がある場合の医療機関の相談・受診の方法が令和２年１２

月１日以降、別紙１のとおり変更されることとなりました。別紙１を参照の上、かかりつ

け医または県コールセンター（新型コロナウイルス感染症コールセンター）に電話相談の

上、医療機関を受診するようお願いいたします。 

また、学校における感染拡大防止のため、下記の場合は学校へ報告してくださるようお

願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 生徒の感染が判明した場合 

２ 生徒の同居者等の感染が判明し、生徒が濃厚接触者として特定された場合 

３ 生徒がＰＣＲ検査を受けた場合 

４ 生徒が抗原検査（簡易）を受けた場合 

※  抗原検査（簡易）で陽性の場合は、ＰＣＲ検査にて確定診断を行うこととなりま

す。 

 ５ 生徒に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が４日以上続いた場合 


